＜施工業者記入様式＞

笠間市商工会長　殿


住宅・店舗リフォーム促進補助事業
工事受注確認書

　笠間市商工会住宅・店舗リフォーム促進補助事業に伴う工事受注について、実施要綱の定めによる受注制限件数及び本書の注意事項を確認し、工事の受注及び実施を致します。

＜実施要綱より抜粋＞
　３．市内施工業者の受注制限
本事業は建設施工業者の受注機会の増大を図る目的から、多くの施工業者が工事受
注の機会が得られるよう、工事受注制限を設ける。なお、受注制限件数は前期及び後
期で受注出来る総数とする。
　　　（１）笠間市商工会員事業所については受注件数を１０件迄とする。
　　　（２）笠間市商工会に加入していない事業所については受注件数３件迄とする。
（３） 受注件数の上限は、予算の執行状況に応じて変更することができるものとし、
　　　その件数は審査会の判断により決定する。

　＜注意事項＞
　　・見積明細書及び請求明細書には、面積や使用する材料等の数量を記載すること。
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